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包括的指示下で の 除細動 と は
,

オ フ ライ ン メ デ

ィ カ ル コ ン ト ロ ー ル におい て
,

一

括した事前の 指

示 を得る こ と で
,
現場で 医師の 指示 なく除細動 が

実施 で き る .
た だ し

, 必要な講習 の 受 講 (4 時間

程度 の 講習 ･ ビデオ等の 活 用) そ の他, 除細動 プ

ロ ト コ
ー ル の 作成 ･

事後検証体制の確立等, 医師

を中心 と した
,

メ ディ カ ル コ ン ト ロ ー ル 全体の 充

実強化 が必須と なる.

こ れまで も直接指示下で の除細動は認 め られて

い た が , 病院と の 電話 で の 連絡 に時間を要 し
, 寸

刻を争う除細動 に大きな障害とな っ て い た . 今回

の 救急救命士法施行規則改正 による , 包括的指示

下で の 除細動が認め られた こ と により, 救命の 鋳

に お ける文字通りの 『早期除細動』 が可能と な っ

た .

上越消防管内で は 5 月 か ら の 実施 で あ っ た が
,

実施後まもな い 時期 に指示 な し除細動 の機会に恵

まれ, 完全社会復帰を果せ た こ と は , 規則改正 の

成 果 とみ て よい と思う .
しか し

, 指示 な し除紳動

が可能に な っ た とは い え早期除細動が可能とな る

た め に は , 現場で Ⅵ で あ る こ と が決 定的 な要件

で あ る . 残念 な が ら上越地域の C P A 患者 の うち,

初期調律が Vf で あ っ た の は わずか 4 % 代に過 ぎ

ず, こ の 限りで は規則改正 も直ち には成績の 向上

に つ なが らな い か も しれな い . 初期調 律が V f で

ある た め に は
, 救急車の 現場到着まで の 時間を,

さ ら に短縮する努力をすべ きで あ ると同時に
, 効

果 的 な バ イ ス タ ン ダ ー C P R に期 待 した い . そ の

た め に も, 救命講習会に
一

層力を注ぐ必要が ある

と痛感 した . また , 通報時 に パ ニ ッ ク状態 に な っ

て い る場合も多く ,
口頭指導の重要性も忘れて は

ならな い .

こ れまで, 除細動成功例を目 の 当た りにする機

会がなか っ た ため
, 症例 により差 は ある かも しれ

な い が
, 除細動後直ち に洞調律が力強く始ま るわ

けで は なく,

一

瞬の 心静止 に引き続き
, 不規則な

Q R S が 立ち上が り, 規則 正 し い 洞調律まで 回復す

る に は
, 数秒か ら数分を要する こ と もあり,

こ の

間心臓 マ ッ サ ー

ジを必要とするこ と も多 い と聞

く . 以上, 規則改正 により我 々救 急隊員 の なす べ

き こ と も,
これ まで以上 に重要と な っ た こ と を自

覚 し
,
1 秒 で も早い 除細動 が行 える よう, 努力し

て い か なければならな い .

4　指示なし除細動・メディカルコントロー ル 体 制

構築に向けて～救命救急センターの立場から～

内藤万砂文・三上理

長岡赤十字病院救命救急 セ ン タ ー

当院の メ デ ィ カ ル コ ン ト ロ
ー ル ( M C) の 現状

を述べ
, 中越地 区の M C の 課題 を検討 し た . オ ン

ライ ン M C で は P ⅢS 導 入 に より 24 時間対応 が

可能と な っ た . オ フ ラ イ ン M C で は救急隊 の 教

育, 研修および救急活動 の評価 が主た るもの と な

る . 長岡市で は 10 年以上続く ｢ 心電図検討会+ が

レ ベ ル 向上に お お い に寄与 して きた . こ こ 数年で

は ｢中越救急 カ ン フ ァ レ ン ス+ により症例検討 ･

レ ク チ ャ
ー を, 救急隊 の 病院内研修で は外来, 検

査室等で の 希望研修を開始 した
. 標準化にむ けた

救急講習会 (J F rE C
,

A C I , S) の 意義は大きく早

期地元 開催の 準備 に取 り組 ん で い る . ｢指示 な し

除細動+ 開始後 の M C 検証会は長岡市内の 3 病院

の検証 医が合同で毎月行 っ て おり標準化を進め て

い きた い . 保健所 6 ケ 所, 消防本部1 2 ケ 所,
M C

協力病院1 5 ケ 所と い う広域な中越地 区で の 格差

の ない地域 M C の推進 に は
, 行政の 積極 的な関わ

りが必須と考 えられ る .

5　メディカルコントロール協議会の 設 置 と 運 営

～行政の立場から～

松 田 英世

新潟県医薬国保課

1) 基本的 なス タンス

①地域で安心 して暮らせ るた め に , 救急医療体

制の 確保は行政 の 責務

②全県的な体制づく り, 広域的な調整 は県の 責

務

2) 県の取 り組み

･ Ⅲ1 4 . 7 . 6 本県の メデ ィ カ ル コ ン ト ロ
ー ル 体

制 に つ い て打合せ

( 県 ･ 新潟救急 医学会メ ン バ ー

)
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･

H 1 4 . 10 . 27 新潟県メ ディ カ ル コ ン ト ロ
ー ル 研

究会発足

･

H 15 . 3

･ H 15 . 6

･

Ⅲ15 . 8 . 7

･ H 15 . 9 . ll

･ H 1 5
.
10 . 8

( H 1 5 . 6 . 2 7 まで に計 6 回)

地域別 の メ ディ カ ル コ ン ト ロ
ー ル

協議会設置 に向 けて の検討会

( 新発田, 新潟, 長岡, 上越で 実施)

新潟県メ デ ィ カ ル コ ン ト ロ ー ル 研

究会報告書とりま とめ

上越地域メ ディ カ ル コ ン ト ロ
ー

ル

協議会設置

新潟県メ ディ カ ル コ ン ト ロ ー ル協

議会設置

地域別 メ デ ィ カ ル コ ン ト ロ ー ル 協

議会開催打合せ 会議

( 県 ･ 全保健所)

( 参 考)
･ 県内 の 除細 動 の 実 施 体 制 ( H 1 5 . 10 .

3 0 現在)

3

4

整備済 : 18 消防 , 未整備 : 1 3 消防
･ 他県の 協議会設置状況 ( H 1 5 . 5 現在)

全 県設置 済 : 47 都道府県, 地域誤

置済 : 38 都道府県

県協議会と地域協議会の 役割

今後の 課題

①新発田, 新潟, 長岡地域の 協議会が未設置

一 特に
, 新潟, 長岡は 10 を超える消防本部

と郡市医師会 の 調整 , 協力病院間の 調整

が必要

②協議会は設置済 の 地域で も, 気管挿管の 実施

に向け, 諸条件の 整備が必要.

一 実際の 活動 に は
, 予算確保, 契約締結を

経て 来年度 に本格実施 へ

③ マ ン パ ワ ー の 量的, 質的な充実 が必要
- 医師確保, 救急救命士養成 , 教育 ･ 研修

体制整備

④
一

般県民 へ の 普及啓発

⑤地域間格差 の 是正, 標準化

6 地域 メデ ィカル コ ン ト ロ ー

ル 体制の 構築 - 保

健所の 立場か ら

山崎 理

新潟県糸魚川保健所

昨年度か ら新潟県 の メ ディ カ ル コ ン ト ロ
ー

ル 体

制整備が 図られ る中, 平成 1 5 年度 当初の 段階で

は
, 地域に おい て はほ ぼ ゼ ロ か らの ス タ ー トで あ

っ た . その 後, 地域の 消防本部, 医療機関, 医師会

の 協力の もと
, ｢体制 に段差 が生 じて はならな い+

と の 理 念 を掲 げ, 関係者 と の ｢顔 の 見え る 関係+

に基 づ く仕 組 み づ くり を心 が けて きた . 平成 15

年 8 月 7 日, 全県に先駆 け上越地域メ デ ィ カ ル コ

ン ト ロ ー ル 協議会が発足 し,

一

応 の 体制が整 っ た .

現在, 対応 の中核部分 に踏み込ん で更に検討を重

ね, 其の 体制 の 構築 をめ ぎして い る . 上越 M C 圏

域で は
, ①地域 の リ

ー

ダ
ー

と なる医師の 存在, ②

両消防本部, 保健所間の 人 間関係, ③管轄が おお

むね 一

致, ④関係機関の 数などか ら, ｢ 面と して の

体制+ を構築 しやす い 状況 にあ っ た と言 え る . 今

後, 他地域 で の 体 制構築 に 向け, 各地域 の 独立

性 ･ 自律性は尊重 しながらも
, 新 た な体制づく り

に は
, 広域的見地 に立 っ た ｢外圧+ が必要と考え

られ る .




